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解体工事業許可の経過措置終了について（周知） 

 

 現在、平成 26年の建設業法改正時の経過措置により、とび・土工工事業の

技術者を解体工事業の技術者とみなすこととされておりますが、その経過措

置が令和 3年 3月 31日をもって終了します。 

 経過措置終了まで 2か月を切ったところですが、経過措置の対象となると

び・土工工事業の技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受け

ている場合、令和 3年 3月 31日までに要件を備えたうえで、変更してから 2

週間以内に有資格者区分の変更届の提出が必要となります。変更届出が未提

出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となり

ますので注意が必要です。 

本件については、日行連会員サイトにて周知いたしますが、各単位会にお

かれましては、会員への周知徹底につきご協力くださいますようお願いいた

します。 

 

【添付】 

・解体工事業許可 経過措置に関するリーフレット 

  

以上 


